
東京都第五建設事務所用地課

よくあるご質問について



Q１
計画線に建物の一部しかかからない場合、建物補償はどうなるの
か。
A
•土地の測量、委託業者による物件調査、都職員による物件調査
結果の確認等により、計画線と建物の位置関係、状況等を正確
に把握させていただきます。

•その上で、従前の機能を回復するためには、建物の立て直しや
改造等、どのような「建物補償」が必要なのか、検討を行いま
す。



Q２
借地権割合を決める際、東京都は間に入ってくれるのか。

A
•借地配分につきましては、土地所有者様、借地人様とで協議の
上決めていただきます。

•土地所有者様と借地人様、双方から東京都に間に入ってほしい
とのご要望があれば、お手伝いすることはできますが、東京都
ができるのは、それぞれのご意見を相手方にお伝えする中立的
な役割程度となります。

•東京都の方から「このくらいが妥当です。」というようなお話
はできません。



Q３
用地取得の協議はいつごろから開始し、いつまでに立ち退かなけ
ればならないのか。
A
•まずは物件調査にご協力いただき、その調査図面をもとに補償
額を算定のうえ、順次、お話を開始させていただきます。

•早期のお話合いをご希望される場合には、担当にご連絡いただ
ければ、対応致します。

•都では標準的な移転に要する期間を定め、契約時に移転期限を
設定します。ただし、不⾜の事態が⽣じた場合、最⻑で契約の
翌年度末（※）まで期限を延⻑することができます。
※国及び地方自治体の会計年度は4月から翌年3月までとなります。



Q４
一つの土地及び建物に、土地・建物所有者、借地権者、借家人など、権
利者が複数いる場合、他の権利者より先に東京都と契約することはでき
るか。
A
•権利者の方が複数いらっしゃるときは、権利者の皆様全員の同
意が得られた後に、同時点で全員の方と補償契約を締結し、そ
の後、補償金をお支払い致します。

•そのため、東京都との補償契約より前に売却や転居等により、
その土地・建物に係る権利をお持ちでなくなった方とは、補償
契約を締結することができないため、補償金をお支払いできま
せんので、ご留意願います。



Q５
重要文化的景観の区域に入っているがどのような点に注意すれば
よいか。
A
•重要文化的景観についての案内や諸手続きについては下記にお
問い合わせください。

葛飾区郷土と天文の博物館
東京都葛飾区⽩⿃３−２５−１
☎０３−３８３８−１１０１

休館日：月曜日 第2・第4火曜日 年末年始


